
中津西地区



多くの住民が暮らしている西地域には、他の地域にある交流センターや公民館（出

先事務所）が無く、活動拠点の確保は大きな課題でした。

令和２年１０月に西地区区長会が「交流活動拠点整備に関する要望書」を市へ提

出し、同年１２月の補正予算で、手賀野地内にあるサンライフ分館（旧中津川市勤

労青少年ホーム）１階の北西角にある調理室を改修して活動場所とするための費用

が計上されました。

令和３年１月から改修工事が始まり、調理台等の撤去や

床の張り替え、壁面、空調設備、LED 照明への交換などが

行われ、３月末には、新しい事務所環境が整いました。

西地区区長会は、令和２年度の地域一括交付金などを活

用して事務所用品を購入し、区長会メンバーの手配によっ

て確保した会議机・椅子等（リサイクル品）も搬入しました。

市民協働課（中津事務所）には、活動拠点の予算確保、施設所管部署（文化スポ

ーツ部）との調整や工事管理だけでなく、西地区集落支援員の事務机等の配備もし

ていただいて、この度の「西まちづくり事務所」の開所となりました。

中津西地域まちづくり拠点「西まちづくり事務所」開設にあたりご挨拶申し上

げます。

現在、区長会ではこの地域で起こる様々な問題に対処すべく、その取り纏めと

行政へのパイプ役として活動をしております。その中では、核家族化や少子高齢

化と云う社会構造の変化により、地域の活動や仕組みが大きく変化してきている

ことに気づかされます。

我々が地域で生活する上での欠かせない福祉、子育て、教育文化、環境、防災

などの様々分野で、かつて問題ではなかった事が大きな問題になっている状況に

遭遇します。今までの区長会をはじめとした自治会活動では限界があるように感

じます。

中津川市では「まちづくり条例」が制定されました。地域住民である個人や団

体があるべき「まち」の姿を自由に話し合い、住民参加により「まち」を考え、

その地域にあった「まち」づくりを行おうとするのが「まちづくり協議会」です。

今回その拠点である施設が中津川市の全面的な支援で完成いたしました。この拠

点を中心として、今年度は中津西地域の「まちづくり協議会」を立ち上げたいと

考えます。

関係各位の絶大なるご支援をお願い申し上げます。

西地区区長会長 原 善治
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◆まちづくり協議会は、区長会、住民のみならず、地域に関係する学校関係や社会

福祉団体、防災関係団体、商工会など個人や団体で構成する組織で、地域課題を

解決するため、地域の特色を生かしたまちづくり活動を行う団体です。

◆活動は中津川市内の各まちづくり協議会によりさまざまですが、主に構成員の得

意分野を生かして必要な部会をつくり、部会ごとに活動をしています。

《事例》

教育関係の部会⇒小・中学校と連携した地域を知る取り組みや空き家対策

防災関係の部会⇒防災マニュアルの整備、家具転倒防止事業

◆市内各地域には、まちづくり協議会が組織されています。（中津西は未設置）

◆西地域には、市の出先事務所や住民団体等が集まって活動する公民館（交流セン

ター）等の拠点が無く、以前から区長会では、市政懇談会や議会との対話集会な

どの場において、拠点施設の建設を要望してきましたが実現していません。

◆他の地域（中津地区を除く）には、市の出先事務所や公民館（交流センター）が

あり、配置されている市職員等が、区長会の事務や地域版広報の毎月発行、基盤

整備、防災、生活環境などの要望等の現地確認、まちづくり協議会事業のサポー

ト、一括交付金などの調整などを行なっています。

◆中津西地区区長会は、行政との窓口や地域全体の安全安心、防災、福祉、教育文

化などに取り組んできましたが、少子高齢化や役員選びにも苦慮する状況があり

ます。これからも事業の継続性を確保するとともに、様々な人や団体をつないで

さらに魅力ある西地域とするため、区長会と連携する新たな活動組織づくりをめ

ざしています。


